
31

戦時下部落会の設立過程（上）
　   「町村−むら」関係の視点から 　 

庄　司　俊　作

は　じ　め　に

　停滞気味の近現代農業・農村史研究の中で現在，村落研究は重要な課題になっている。

こうした認識から目下進めている村落史研究の一環として本研究に取り組む。戦時下の部

落会をテーマとして取り上げ，筆者独自の「町村−むら」関係の視点から，つまり「町村

−むら」関係あるいはむらをはじめとする村落の農村社会への影響・規定性に注目しつつ，

その設立過程を検証することを通して部落会設立による戦時下農村の変化の歴史的な意義

ないし位置づけを明確にする。

　周知の通り 1940 年の内務省訓令「町内会部落会等整備要領」1）によって全国の村（以下，

行政村の意味で使う。「町村」と同じ）に部落会が全戸強制加入で設立され，その下に隣

保実行班として往時の五人組を想起させる隣組が組織された。部落会−隣組の組織は戦時

下において国策遂行の基礎組織となり，これによって国民生活は国の全面的な統制下に置

かれることになる。

　ところが，部落会に関しては，たとえば供出・配給にまつわる苛酷な体験や戦時統制下

の抑圧された不自由な生活についての当事者の追想類は数多く残されているものの2），多

　停滞気味の近現代農業・農村史研究の中で現在，村落研究は重要課題になっている。か
かる認識から目下進めている村落史研究の一環として取りまとめたのが本稿である。テー
マの部落会については地域での実態に迫る研究が見られない中，本稿では戦時下部落会の
設立過程を解明する。（上）では「町村−むら」関係の視点から，むらを藩政村タイプと
非藩政村タイプの 2タイプに分け，むらをはじめとする多様な村落が部落会の設立にどの
ように関わったかを部落会の区域や内務省訓令が出される前と後の組織・活動の歴史的変
化，政策の展開との関係，農事実行組合や行政区との関係から照射することが方法上の特
徴である。とくに最後の点について，行政村を 3つの型に分け，部落会の設立をめぐる複
雑な過程を農事実行組合と行政区とむら等多様な村落の 3者の相互関係から解明すること
は本稿の大きなメリットと考える。部落会組織化の条件・プロセスと担い手等を検証する
（下）と合わせ，部落会設立による戦時下農村の変化の歴史的な意義ないし位置づけを明
確にする。
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少とも地域での実態に迫る本格的研究はほとんど全く存在しない3）。部落会が国策遂行の

ための統制機関であることは自明の事実であり，今さら他に解明すべき問題は想起されな

いという一般的認識が研究を阻んできたと見ることができよう。いわば，部落会について

は一種の思考停止があったのではないか。

　しかし指摘するまでもないが，統制というものはふつう統制される側の「まとまり」や

そのための何らかの「自主的活動」を不可欠とする。それは農村社会においても同じであ

る。だとすれば，部落会自体全くの統制機関だとしても，こうした観点から積極的に俎上

に載せる必要がある。問題となるのは，部落会と統制の区域となる地域のまとまりや主体

（統制の客体と言うべきか）の自主的活動との関連である。部落会は，国がまったく権力

的・恣意的に区域を設定する形で設定されたのであろうか。

　そういえば，内務省が部落会や町内会を重視したのは，「地方自治を充実してゆくには，

市町村というような大きな区域だけでは不十分で，その内部に，地域的な住民の自主的な

共同組織が必要であることを認識していたからであった」4）という周知の見解がある。こ

れによると，部落会は単に戦時体制の末端組織として利用するという便宜的なものではな

かった。たしかに部落会・町内会への国の注目は 1920 年代末からあった。もとよりこれ

には後段があって，ただ具体的に採り上げられたのが戦時期大政翼賛会発足の時だったの

で，戦時行政や同会の末端組織として利用され部落会そのものが誤解される不幸な結果に

なったと続くが。もう 1点指摘すると，戦時統制の方式をめぐって内務省と部分的に対立

した農林省の内部にも部落や部落農業団体に注目する向きがあった。たとえば，いわゆる

石黒農政グループの若きホープにして，後に農林大臣として農地改革に当たる和田博雄は，

1937 年 11 月刊の「農業団体の発展段階と総合」の中で「農家小組合のわが農村社会に有

する意味はまことに深い」として次のように指摘した。「それは単に農業生産部面に於け

る小農の合理化形態としてのみ把握されてはならぬ。それは農村自治の原基形態
3 3 3 3 3 3 3 3 3

としての

意味をもつ。現に部落自治の中心機関
3 3 3 3 3 3 3 3 3

として，村自治の細胞
3 3 3 3 3 3

として十分なる機能を果しつ

つあるものもあるのである。それは又，小農，過小農を組織化し，しかも農民の自立性を

涵養し，農業団体殊に産業組合をして大衆性を帯ばしむる絆となる。産業組合は農家小組

合を通じ生産部面を把握すると共に，過小農民の全生活に触る事業を為すことによりのみ

大衆化し得る」5）（傍点引用者，以下同じ）。

　「地方自治の充実」のため市町村内部に「地域的な住民の自主的な共同組織」を設定し

ようとする動向は，軽重を別として部落会の設立をもたらす要因であったことは確かであ

ろう。また，「農村自治の原基形態」や「部落自治の中心機関」と評価される農事実行組

合の組織と活動は部落会の歴史的条件となる動向といえようか。1930 年代農村の研究に

おいて農事実行組合への着目は普通であるが，こうした評価を踏まえ，農事実行組合の歴
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史的意味をあらためて問い直すことが必要である6）。

　以上から，なぜ部落会の設立過程が研究課題になるかが理解されたと思われる。本稿で

は部落会について①区域と組織・活動実績，②政策の展開，③農事実行組合・行政区との

関係，④組織化の条件・プロセスと担い手，⑤部落会と現在という多様な角度から検討を

加え，それを通して部落会の設立過程を解明する。紙幅に制限があるので 2つに分割し，

本稿では①〜③を中心に考察し，続編では④と⑤を中心に考察する。全体を通して，単な

る部落会＝戦時統制機関という観点からだけでは把握しえないその設立の歴史的意義が明

確になり，ひいては農村の戦時動員体制の歴史的性格が浮かび上がると思われる。

1.　部落会の区域について

1.1　むらの 2類型と「優良部落会」

　近現代の村落は多様かつ複雑で，部落，区，大字，字（小字），区，村組，伍長組等

様々な呼称で捉えられてきた。各々の定義に関しては関連研究分野の成果に譲るとして，

近現代農村の研究にとって，あるいは上記研究の目的を果たす上では，近世の行政村（藩

政村）および現在農林業センサスで「農業集落」として捉えられる地域への着目がポイン

トになる7）。

　農業集落とは，農家が生産と生活の両面にわたって密接に共同し合う農村の基礎的な単

位地域である。それは地理的領域として一定の土地を持ち，社会的領域として一定の家か

ら構成される。その成立時期は近世である。本研究ではこうした生産・生活のための社会

組織を「むら」と呼ぶ。むらは 1970 年の農林業センサスにおいて正確に把握されること

になった。このことは農村史研究においても重要な意味を持ち，センサスの結果を積極的

に活用し，客観的に把握されたむらの存在を分析に組み入れることが必要になる。広領域

に村落研究が過熱した 1950，60 年代と異なり，こうして現在は冷静かつ客観的な近現代

村落史研究の環境が整ったといえる。

　そこで 1つ問題となるのは，むらと近世の行政村の関係である。藩政村はほぼ大字に一

致するので藩政村＝大字として，むらと藩政村の関係を全国的に見ると，①両者が一致す

るのは全国の農業集落の 27％である。一方，②不一致，つまり 1大字に複数の農業集落

が存在するケースが 58％と過半を占める。北陸や近畿では①，逆に東北や北関東，中

国・四国・九州では②が多数である。統計のとり方の関係で①の割合が実際より少ない可

能性があるが，一般的にむら＝藩政村といえる地域は日本の一部，主に近畿や北陸に限ら

れることに注意すべきである。こうしたむらと藩政村の関係に注目して，むらを次の 2つ

のタイプに分けることにする。
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⑴  上記①のタイプ，つまり藩政村でもあるむらというタイプ。これを「藩政村タイプ

のむら」とよぶ。

⑵　上記②のタイプ，つまり藩政村ではないむら，より正確に 1つの藩政村に複数のむ

らが含まれる村落のタイプ。これを「非藩政村タイプのむら」とよぶ。したがって，

非藩政村タイプのむらを中に含む藩政村は，むらではない。ただし，むらは複数の藩

政村にわたることはない。

　こうしたタイプ分けをする具体的な理由を説明

する。町村制施行に伴って明治の行政村が誕生，

行政補完組織としての区が設置されることになる

が，この区の多くは大字の範囲を区域として設置

された。近世行政村としての藩政村の伝統を継承

したといえる。藩政村タイプのむらをめぐる問題

はさておき，非藩政村タイプのむらに関してさし

あたって次の問題が想起される。ここではむらと

は別に行政区が設置されたことになるが，行政村

とむらのこうした関係はその後ずっと続くのだろ

うか。また変化するとすればどのような過程を経

て変わるのか。そして部落会の設立はそれと関わ

るのか関わらないのか。非藩政村タイプのむらに

関して，まずはこうした問題を明らかにする必要

がある。

　表 1は，全国の優良部落会の特徴を見るために

作成した。ここで優良部落会というのは，自治振

興中央会が実施した 1941 年度優良部落会表彰事

業において，全国 47 道府県から 1つずつ推薦さ

れ表彰されたもの。その区域について，藩政村タ

イプと非藩政村タイプのむらの 2つに分け地方別

の内訳を表示した。なお，同会は内務省地方局内

にあって同省と一体となり部落会の育成指導に当

たった組織であり，部落会の組織運営強化を目的

として表彰事業を行った。同年には部落会だけで

なく，町内会36，部落会長37名，町内会長32名，

合計 152 の組織・個人が表彰を受けた8）。

表 1　区域から見た優良部落会の特徴

む　　ら その他
・不詳藩政村

タイプ
非藩政村
タイプ　

東　北 3 3
北　陸 4
北関東 2 2
南関東 3
東　山 1 1
東　海 2 2（1）

近　畿 6（2）

山　陰 1
山　陽 1 2（3）

四　国 2 1 1
北九州 2 3
南九州 2
計 28 14 3

資料：自治振興中央会『全国優良部落会，町
内会，部落会長，町内会長事績概要』
（1943 年）より作成。

　注：1) 北海道と沖縄県を除く 45 府県の優
良部落会について，その名称をもとに
「農業集落カード」および『日本歴史
地名体系』（平凡社）から区域等を確
定するとともに，タイプを分けた。
2) ⑴の愛知県宝飯郡大塚村相楽部落会
に関しては，区域である相楽は 1886
年，2 つの藩政村丹野村と山神村が合
併して相楽村として成立。その後，89
年大塚村の成立に伴ってその大字にな
る。ちなみに，1924 年には相楽信用
購買販売組合が設立される。⑵の和歌
山県紀見村の細川下部落会に関しては，
おそらく宝暦年間，細川村が細川上
村・細川下村に分村して成立した。
1956 年橋本市の大字紀見となる。⑶
の岡山県円城村円城第 1部落会に関し
ては，同村大字円城の一部と見られる
が，どの範囲かは不詳。また⑶の広島
県平良村教化振興会第 3区部落会に関
しては，同村は 2つの藩政村上平良村
と下平良村が合併成立した。同部落会
は大字上平良と字郡塚・伴丈木の 3地
区を区域とした。⑷の徳島県立江町中
ノ丁部落会に関しては，地元に電話で
聞き取りをした結果，中ノ丁は農業集
落金岡と重なるという回答と金岡の一
部という回答がありはっきりしないの
で，「その他・不詳」とした。
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　優良部落会が設立された村落の特徴は何か。それがむらに設立されたとして，藩政村タ

イプ，非藩政村タイプのどちらに多く設立されたのかを部落会の名称から 1つひとつ農業

集落カード，および藩政村をすべて書き出した全府県の『日本歴史地名体系』（平凡社）

に当たって確定してみた。その結果が表示されているが，ここから次の 3点が明らかにな

る。

　第 1に，北海道と沖縄県を除く 45 府県の優良部落会のうち，42 の部落会はむらを区域

に設立されていた。

　第 2に，その内訳は，藩政村タイプが 28，非藩政村タイプが 14 と前者が 3分の 2を占

める。したがって，前述の両タイプの全国分布と比較すると，優良部落会は，藩政村タイ

プのむらにかなり多く設立されたことになる。

　第 3に，優良部落会のむらの地域性は，2つのタイプから見た各地方のむらの地域性に

対応した。すなわち，藩政村タイプのむらが多い近畿や北陸では優良部落会のむらはほと

んど藩政村タイプのむらである。その一方，中国・四国・九州では非藩政村タイプのむら

が多いことに対応して，優良部落会のむらは非藩政村タイプのむらが多い。そして東北や

北関東でも同様に優良部落会のむらは非藩政村タイプのむらが目立つ。

　以上の 3点は，部落会の区域に関して重要な問題を投げかけている。とくに第 1と第 2

の点は部落会とむらの関係を考慮する上で重要な論点であり，さらに掘り下げた検討が必

要である。

1.2　村落のあり方から見た行政区と部落会

　優良部落会については「事実の具体性」を重視したとされる事績の紹介が添えられてい

る。その中に「部落会発達の沿革」という項目があり，それを見るとある共通した内容が

記されていることが確認される。それは例えば次の通りである。

　「住民は固と本家，分家の関係其他縁故の土着民なる為概して平和なる部落なるが，明

治 40 年当部落を中心とする産業組合の設立に依り一層相互扶助の精神を涵養し，更に事

変勃発以来部落組織を強化する為昭和 13 年農事実行組合を設立し，部落経営の基礎条件

一切を調査究明し，部落協同体完成への基幹とせり。昭和 15 年 11 月県訓令に基き国民下

部組織を既成実行組合と同一区域に結合して部落会となせり」9）（栃木県板荷村第3部落会）。

「本部落は古くは新地港開け，港路よりする村内交通の要地たりしが鉄道の開通により漸

次衰退の傾向にあり，地区内に新地，藤尾，浜組の 3農事組合を設けたるも，其の活動

区々なる為成績挙がらざりしが，昭和 12 年 7 月 3 者を合併し，区域内全戸加入して新地

農事組合を設立し，同時に毎 10 日月例会を開き，28 日を貯蓄日として更生に努力し来り，

越えて 15 年 4 月組合を法人化して其の組織を整へ，15 年 12 月此の農事実行組合の区域
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を区域として部落会を組織せり」10）（山口県佐山村新地部落会）。

　いずれも非藩政村タイプのむらの事例であり，また山口県の事例は行論上の必要性を考

慮して引用したが，要するに農事実行組合の組織と活動が部落会設立の前提となり，ちょ

うどその区域に部落会が設立されたことが記されている。そこで，以上の点を踏まえ，村

落のあり方から見た行政区と部落会の関係を検討してみたい。

　埼玉県潮止村（現八潮市）はむらの数が 13 である（表 2参照）。その内訳は藩政村タイ

プが南川崎，伊勢野，垳の 3つで，残り 10 が非藩政村タイプのむらである。後者では 4

つの大字がそれぞれ 2〜 3 に分かれ，むらは全体で 10 の小字（地元では「小名」ともい

う）として存在する（大字二丁目が上二丁目，下二丁目，若柳，大字木曽根が上木曽根，

下木曽根，新田，大字大瀬が上大瀬，下大瀬そして大字古新田が東古新田，西古新田）。

農事実行組合はこの 13 のむらを単位に組織され，そして部落会は農事実行組合を基礎に

してその区域であるむらごとに設立された11）。

　日露戦後の帝国主義的な農村再編，国家による農村統合強化の要請に対応し，本村では

1912 年，行政区が設置された12）。町村制施行に伴い旧村を区とし有給の区長を置くこと

が制度化されたが，本村では常設委員を設置し代行させる期間が続き，行政区の設置がし

ばらく遅れたのである。常設委員は村役場と大字の連絡役を務めるとともに，部落内を掌

握したといわれる。区長（区長代理者）も常設委員と同様，大字単位に置かれた。行政区

表 2　大字と行政区と部落会の関係（埼玉県潮止村）

大　字 行政区 小　字
部　　落　　会

農業集落
（現行政区）1941 年 1 月 1943 年 9 月

部落会 戸　数 部落会

二丁目 二丁目
上二丁目 上二丁目 39 上二丁目 上二丁目
下二丁目 下二丁目 30 下二丁目 下二丁目
若　柳 若　柳 39 若　柳 若　柳

木曽根 木曽根
上木曽根 上木曽根 52 上木曽根 上木曽根
下木曽根 下木曽根 29 下木曽根 下木曽根
新　田 新　田 36 新　田 新　田

南川崎 南川崎 南川崎 110 南川崎 南川崎

伊勢野 伊勢野 伊勢野 54 伊勢野 伊勢野

大　瀬 大　瀬
上大瀬

大　瀬 110
上大瀬 上大瀬

下大瀬 下大瀬 下大瀬

古新田 古新田
東古新田 東古新田 54 東古新田 東古新田
西古新田 西古新田 52 西古新田 西古新田

垳 垳 垳 29 垳 垳

  資料：『八潮市史』通史編，1989 年，778 頁，『八潮市史』民俗編，1985 年，17，47 頁より作成。
注：1943 年 9 月現在の部落会には他に村内にあった煉瓦工場を単位とする部落会が設立されていたが，省略
した。また新田の行政区の名称は「木曽根西」である。
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が置かれるのと相前後して（1910 年），五人組規定が村で定められ，村民は五人組に編入

された。五人組は村の規定上 1869 年にいったん廃止されたが，慣習として存続していた

ので，状況が変化する中，新たに規定を定めその活動を促す意図があった。隣保互助と自

治の基礎の強化が目的として謳われ，五人組に加入しなければ村八分にされるという厳し

い規定もあった13）。ここで注意すべきは，行政区の設置が五人組の制度化と一体だったこ

とである。その後 1941 年 1 月，内務省訓令を受け，村の大政翼賛会の下に部落常会が設

置されると，区長は部落会長となり，また五人組は部落会の管理下に置かれた後，44 年

に隣組に改変された。

　このように行政区から部落会への変化には，その設置設立された区域が大字からむらに

変わるという重大な転換があった。

　なぜ常設委員や行政区が大字単位に設置されたかについては，町村制施行以前の旧村の

伝統を踏襲したことのほかに非藩政村タイプのむらのあり方が関係していると考えられる

が，この点は後編で触れることにしよう。これと関係する問題でもあるが，なぜ部落会は

行政区と異なり，大字ではなく，むら（非藩政村タイプのむらを含む）を区域に設立され

たかがここではより重要な問題である。結論的にいえば，むらを場とする農事実行組合を

はじめ部落農業団体や青年会の活動の発展，つまり村民の主体形成がその前提，条件に

なっていたことが指摘できる。すなわち，部落会の設立に当たっては「地域的協同活動ヲ

ナスニ適当ナル区域」（「部落会町内会等整備要項」）を重視しなければならなかったが，

こうした要請に応えるため，大字ではなく，むらが区域とされたといえる。

　本村には農事実行組合が 37 年に 12 存在した。むらの数より 1少ないが，12 の設置予

定組合がすべて組織されていたことになる14）。その加入率は 100％（農家戸数 396 戸），

組合の平均戸数は 33 戸である。また，本村には農事実行組合とは別に農区という組織が

あり勤倹貯蓄や農事に関わる諸事業を行っていたが，その数は 13 にのぼり，むらが単位

になっていた。青年会も最初大字単位に組織され活動したが，やがてむらごとに組織され

るようになり，31 年には村内に連合会を除き 11 の組織が作られている15）。

　表 2によって，本村における部落会の整備状況を見てみよう。埼玉県では選挙粛清運動，

国民精神総動員運動において部落がその実行の単位として利用されるようになり，やがて

部落常会の開設が要請されるようになった。それを受け，本村では 37 年末から翌年 8月

にかけて 13 の常会が開設された。その内訳を見ると，大字を単位とするのが 1，その他

12 が農事実行組合常会であるが，いずれも「部落農業団体を基礎にしている」16）と指摘さ

れる。

　こうして部落会は，藩政村タイプとして 3，非藩政村タイプとして 10 の合計 13 のむら

を区域として組織されることになった。いずれのタイプも，部落会は全部むらが区域に
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なったことが重要である。部落会も行政区も，住民を基礎とする地域的組織であるととも

に行政村の補助的下部組織である。しかし，その区域を見ると，本村における行政区から

部落会への移行は，地域基盤の再編を伴う大きな転換を意味した。この転換の過程は後編

で見るように一挙にではなく，徐々に進んだ。ここには部落会の基本的性格の一端，すな

わち，部落会の設立がまったく上から強行されたというのではなく，それなりに村民の主

体的動向を踏まえて進められたことが示唆されている。もちろん大字の組織も完全に有名

無実化したわけではない（後編）。部落会の歴史的意義を示すものとして，部落会の区域

になった地域は現在行政区になっていることが注目されるが，この点も後編で広範な視点

から検討する。

2.　1930 年代後半の部落会をめぐる状況

2.1　先行の部落会政策と内務省訓令

　山口県では内務省訓令以前に選挙粛清運動の中で部落会の設立が積極的に推進され，か

なり進展したことが特徴である。埼玉県でも同様であったことは前述の通りである。部落

会の政策的画期は 1940 年内務省訓令であるが，このようにそれ以前に府県当局による部

落会整備の方針が具体化され17），それを受け部落会が広範に普及するような例は少なくな

かったと考えられる。では，内務省訓令と比較して，それに先行する形で進められた府県

ごとの部落会の普及促進はどのような特徴があっただろうか。この点を山口県に即して検

証してみたい。山口県はいくつかの理由から本研究では中心的な事例地域である。

　山口県において部落会や町内会を全県的に推進するため設置されたのが，自治振興委員

会である。同委員会は市町村ごとに設置された。同委員会のあり方を検討することによっ

て，内務省訓令以前の部落会をめぐる政策の特徴と県当局の姿勢を明らかにすることがで

きる。

　「市町村自治振興委員会令」18）（1937 年 3 月，山口県令第 14 号，以下県令という）はわ

ずか全 7条であるが，これにより 35 年 7 月県令「市町村選挙粛清委員会令」が廃止され

るとともに，部落会普及促進の大綱が定められた。選挙粛清，公民道の確立，郷土繁栄，

社会教化の徹底等が目的として謳われ，具体的にそのための 7つの事項について審議に当

たることが役割とされた。そこには市町村会議員その他公職選挙の粛清浄化のほか産業経

済の振興発達，社会事業・教化事業の振興，市町村内各種団体の連絡協調，自治振興のた

めの必要事項等が含まれる。

　同委員会は市町村長の諮問機関として設置された（「市町村自治振興委員会設置ニ関ス

ル件」19）1937 年 3 月，地第 337 号，以下件令という）。それと同時に「市町村長ノ依嘱ニ



戦時下部落会の設立過程（上） 39

ヨリ活動シ得ルコト」とされ，そのようなものとして「部落会トノ連絡統制ヲ図リ相共ニ

活動セシムル」とともに，廃止される「選挙粛清委員会ノ拡充機関」として事業を継承遂

行するとの位置づけであった。

　県令は内容簡素であるが，唯一委員会構成についてだけかなり踏み込んだ規定になって

いることが特徴である。おそらくこれは市町村会との兼ね合いを考慮した結果といえる。

すなわち，市町村長の会長のもとに市町村会議員の定数と同数の委員（市町村長の推薦を

受け知事が嘱託）を置くものとされた。委員に関する規定も細かく，委員は学校教職員，

市町村会議員，各種団体役員，神職，宗教家，社会教育委員，方面委員その他学識経験あ

る者，および「官吏待遇官吏及公吏」の 2種から選ぶことになっていた。県令と同時に通

達された件令ではさらに細かく規定され，人選に当たっては委員の地理的または資格別の

均衡に配慮すべきだとした上で，①議員の委員は全体の 4分の 1程度，②区長や部落総代

の委員は議員と大体同数，そして③警察官吏を 1名加えることが周知された。

　では，部落会に関する規定はどうか。県令の第 7条でその規定が定められた。前述の各

事業の実施徹底を図るために「町村ヲ区画シ部落会ヲ設置ス」とした上で，部落会の区域，

名称，組織及運営上必要な事項は，同委員会に諮問し市町村長がこれを決定するとされて

いる。つまり，部落会の区域については何の言及もない。県令を具体化した件令において

は，「部落会ハ地方ノ実情ニ応ジ」部落会の区域等を定めるととともに，「特ニ精神的ニ強

固ナル団体タラシムルコト」と明記されたことが注目される。しかし，部落会の区域等に

ついて基本的に具体的な規定がないことは同じである。部落会については，そのほか月例

会の開催等に関する規定が 1項目盛り込まれたにとどまる。

　選挙粛清運動の中で部落会の設立が推進されるようになるが，このように部落会の区域

についての方針が何も定まっていなかったのが内務省訓令以前の特徴であったといえる。

これでは対応として中途半端で限界がある。まずこのことが内務省訓令と異なる。

　内務省訓令では，部落会の整備に当たって最初に部落会の区域についての方針が定めら

れた。すなわち，訓令を受け「部落会町内会等ノ整備指導ニ関スル件依命通牒」20）（1940

年 9 月内務省発地第 91 号）が出されるが，その中でまず明確にされたのが部落会の区域

に関する方針である。部落会の整備に当たっては住民の理解と協力を促し「形式的整備」

にならないよう留意すべきだとした上で，10 の方針が提示されている。内務省発のこの

10 の方針は府県において地域の実情に応じ微妙に変えられ，それぞれの方針とされた。

そこで注目されるのは，山口県が内務省の方針をどのように受け止め県の方針としたかで

ある。もとより内務省の方針と矛盾するような方針が立てられるはずはないが，その部分

的変更から，部落会の整備に当たっての山口県独自の課題を読み取ることができる。

　内務省の方針と比較した山口県の方針の特徴は，10 の方針の 2番目に次の方針が掲げ
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られたことである。

「行政区ノ区域ト部落会及町内会ノ区域ト合致セシムル為過大ナル行政区ハ之ヲ分割

シ過少ナル行政区ハ之ヲ統合スルコト」21）

　これに該当する内務省の方針は，4番目の「行政区其ノ他部落又ハ町内ヲ単位トスル各

種団体ノ区域ヲ部落会又ハ町内会ノ区域ト一致セシムルヤウ整理スルコト」である。他に

も関連していくつか相違点があるが，重要な点はこの行政区の再編に関わる方針である。

それは行政区を部落の区域に合致させるために「整理」するということで内容としてはあ

まり変わらないが，山口県の場合，そのために行政区を「分割統合」すると明言し一歩踏

み込んだ方針になっていることが注目される。こうした方針の具体性といい，またその置

かれた位置が物語る優先順位といい，部落会整備に伴う行政区の分割統合による再編への

県当局の姿勢は他府県に比べより積極的であったと考えられる。

　山口県では後編で述べる通り近世の農村支配の特殊な構造に規定されて，近現代の村落

のありようは複雑で，それに対応して行政区の設置のされ方も単純ではなかった。行政区

も地域によってまちまちで，設置に当たっては統一した方針のようなものはなかったと見

え，大きすぎたり小さすぎたりして早晩県下全域にわたる行政区の再編は不可避であった。

部落会の整備によりその時期が到来したということであるが，それだけに限らなかった。

山口県は全国的に見て農事実行組合がもっとも広く普及した県の 1つであるが，当然のこ

とながらその要因としては県当局をはじめとする普及指導が大きかった22）。ところが，農

事実行組合の発展とその普及指導の展開の中で，内務省訓令が出される直前には次のよう

な問題が浮上してきた。部落会の整備に密接に関連する事柄であるので，長くなるが引用

する。

「範例統制部落に明記せる様に農事組合の設立区域は組合組織（原文は「職

組」     引用者）に適合するやう自然部落の実態による地区とすることが肝要であっ

て，行政区とは一致するを可とするけれども，しかしながら必ずしも一致することを

要せない。例えば極めて少数なる戸数の行政区なるものは之を最寄の行政区と合併し

て，1農事組合を設立し，班制を設けて活動の円滑を図り，又著しく大部落にありて

は，地形により分割して数組合を組織するを可とする。而して区長即組合長とするや

うに区域が一致する事を最も理想とするものであるが，両者異なるものにあつては行

政区を改正するか，又は組合区域を変更するかにより調整をなすこと」23）

　ここで「自然部落」とは，むらを指す。農事実行組合はむらを区域にすべきだという県

当局らの認識は山口県でも明確になっていたことが分かる。同県では，村内で農事実行組

合どうし競わせる共励会の実施や一人一役主義による組合の運営などを進めることによっ

てその普及促進を図ってきた。こうした認識に立ちつつ，1937 年以降県当局は村の現場



戦時下部落会の設立過程（上） 41

との交流を図りながら，組合の規模や区域についても見直しを進めつつあった。それを見

ると，規模に関しては① 1市町村内の組合数は 15〜25 組合，②組合の戸数は「一部落本

位に」20〜60 戸をそれぞれ標準とするとし，組合の区域については③「是正」を打ち出

した24）。

　後編において明らかにすることであるが，山口県では内務省訓令を受け全県的に行政区

の分割統合を経て部落会が整備される。以上がその前提であり背景である。

2.2　内務省訓令直前の部落会の組織・活動実態

　山口県に関しては，内務省訓令が出される直前の，部落会のあり方が全体的にかつかな

り詳しく明らかにできる貴重な資料が残されている。『部落会町内会ニ関スル調査』25）

（1939 年）がそれである。ここには 1939 年 11 月現在の県下全ての部落会を網羅的に調査

した結果がまとめられている。これによって部落会のあり方について全県的な統計分析が

可能である。他の道府県においても同様の資料がないか調査したが，まだ発見できない。

部落会資料のきわめて劣悪な保存状況から見て発見できる可能性は低いと思われる。この

資料をもとに，内務省訓令が出される前に，県の方針を受けてどの程度，そしてどのよう

に部落会が普及していたかを明らかにする。なお，郡部には部落会が，また 7つの市を中

心に町には町内会が置かれたが，以下の検討ではどの表も 2つを分けて表示している。部

落会を中心に検討しつつ適宜比較することにする。

　まず，部落会の広がりを見る（後掲表 4）。設置すべき部落会数は県下 193 町村に 4,497

であるが，実際，1939 年 11 月現在全町村に総数 4,321 の部落会が設立されていた。設置

率 96％で，内務省訓令が出る約 1年前には部落会は数の上では県下ほぼくまなく組織さ

れていたことが注目される。

　では，部落会はどの区域に組織されたか。やはり後掲表 4によって見ていくが，同表の

見方に関わってまず少し込み入った説明をしなければならない。

　部落会の設立のされ方については，主に次の 3つのケースが挙げられる。1つは，39 年

11 月現在の行政区（Ａ）に組織された。もう 1つは，「改正行政区」といって，39 年 11

月現在の行政区を再編した新たな行政区（Ｂ）にも組織されつつあった。改正行政区はほ

ぼむらに当たると考えてよい。村の現場では部落会の設立と同時に，上述のような方針に

したがって行政区の再編が進行しつつあったといえる。さらに 3つ目のケースとして，農

事実行組合の単位にも組織された。

　その過程を概括したのが，表 3である。同表には熊毛郡および吉敷郡の 2郡を取り上げ

（後編では両郡からそれぞれ 1村を取り上げ，部落会の区域と他組織との関係について詳

しく比較検証する），39 年 11 月現在の行政区（Ａ）および改正行政区（Ｂ）の数を部落



社会科学　79 号42

会および農事実行組合の数とともに示した。特徴として，熊毛郡はＡとＢがほぼ等しい，

つまり行政区が大体むらを単位に置かれていた村が多かったことと，行政区がむらの中の

小地域を単位に置かれていた村が目立つ。もちろん行政区が複数のむらを合わせた地域に

置かれた村もある。一方，吉敷郡は，行政区が複数のむらを合わせた地域に置かれた村が

多かったことが特徴である。こうした差異が，表にみるように両郡におけるＡとＢの差の

開きになって現われている。

　注意すべきは，行政区が複数のむらを合わせた地域に置かれた吉敷郡の多くの村におい

ては，部落会がＡではなく，Ｂ，つまりむらを単位に組織されることが多かったことであ

る。同郡ではＡが 250 に対して部落会数は 393，約 1.6 倍にのぼり，Ｂの 350 に近い。一

方，行政区がむらの中の小地域を単位に置かれていた熊毛郡の村においては，部落会はＡ

を単位に組織されることが多かった。このことが同郡では部落会の数がＡに近くなった主

要な理由である。

　吉敷郡においては，39 年 11 月現在 400 を超える農事実行組合が組織されていた。複数

の農事実行組合が 1つの行政区を割る形でもって，その多くはむらを区域として設立され

活動していた。こうした動きが部落会がＢの区域に組織される条件になった。もとより改

正行政区といっても，1つの地域に行政区が 2つ存在するということではない。Ａが現実

の行政区であり，ＢはＡに変わる「将来の行政区」である。したがって，こうした事例で

は 1人の区長がいて，その行政区の中に複数の部落会長が存在することになる。

　ここで考慮すべきは，こうした事例において部落会の区域が問われたときどのように答

えるかである。構成員の意識としては農事実行組合を挙げることになるのではないかと考

えられる。しかしその実，その多くの場合むらが区域となっている。以上述べてきたこと

は，次に見る表 4の部落会の区域についてのデータの理解に関わるのでとくに注意が必要

である。

　さて，以上を踏まえつつ，表 4に立ち返ると，行政区が部落会の区域というのは全体

4,321 の 54％である。ここで山口県では行政区の多くはむらと一致しないことを付言する。

表 3　行政区と農事実行組合と部落会の関係（山口県）

行　政　区　数 農事実行組合数
（39 年 11 月現在） 部落会数

1939 年 11 月現在 改正行政区
熊毛郡 559 512 572 539
吉敷郡 250 356 450 393

資料：山口県振興課「部落会整備資料」（1941 年，山口県文書館所蔵）より作成。
注：吉敷郡に関しては，宮野村，名田島村，西岐波村の 3村が農事実行組合について記載がない。また，
井関村に関しては農事実行組合の数等が明らかに過少になっている。それぞれ山口県経済部『山口県
の農事実行組合』（1938 年）により補正した。
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行政区に次いで多いのが農事実

行組合であり，全体の 37％に

のぼる。ところで，39 年 6 月

現在農事実行組合数は 4,967 で

あり，県下ほぼ全域に組織され

ていた。行政区が部落会の区域

という場合も，ほとんどが行政

区を単位に農事実行組合が組織

されていた（表 3 参照）。これ

に対して，農事実行組合が部落

会の区域というこのケースは，

主に行政区と乖離して農事実行

組合が組織された前述の場合に

当たると考えられる。他に自然

部落，つまりむらが部落会の区

域というのが 7％である。これ

は主に，行政区でもなく，そし

て農事実行組合も存在しないむ

らのケースと推察される。また，大字が部落会の区域というのはネグリジブルである。こ

れは主に，行政区でもなく，そして農事実行組合も存在しない大字が部落会の区域になっ

ているケースと想定される。

　部落会の戸数は，全体 4,321 のうち 20戸未満が 1,640 戸，37％を占める。30戸未満だと，

63％に達する。一方，70 戸以上は 363，8％にすぎない。山口県の村落の特徴に対応して，

全体として部落会は規模がきわめて零細であった。また，同じ部落会でも郡部と市部の間，

そして部落会と町内会の間に明らかな規模の差が認められる。郡部の部落会より市部の部

落会の方が，そして部落会より町内会の方がそれぞれ組織が大きい。

　自治振興委員会など，市町村における総合指導組織の設置状況を見てみよう（表 5）。

郡部 193 の全町村のうち自治振興委員会は 185 の町村に，また経済更生委員会は全ての町

村に設置されていた。町村常会が設置されていたのは，まだ 27 町村にとどまることが注

目される。町村の指導組織は全町村に設置されていたことになっているが，これがその実

態である。では，こうした指導組織のうち中心指導組織として何が挙げられているか。自

治振興委員会を挙げている町村が 115 をかぞえる一方，町村常会についても 20 の町村が

挙げている。これに対して，全町村に設置されていた経済更生委員会を挙げているのは

表 4　部落会の区域と規模

郡　　部 市　　部

部落会 左のうち
町内会　 町内会 左のうち

部落会　

設置すべき部落（町
内会）数 4,497 168 700 257

　うち設置済数 4,321 143 646 213
　　　未設置数 176 25 54 44

区　
　

域

大字 56 27 350 4
行政区 2,345 116 296 187
自然部落 321 − − 9
農事実行組合
（含類似組合） 1,599 − − 13

規　
　
　
　
　

模

　 〜   9 269 − 1 4
10 〜 19 1,343 13 44 37
20 〜 29 1,098 19 58 28
30 〜 39 551 39 56 30
40 〜 49 378 26 46 28
50 〜 69 319 18 79 37
70 〜 99 209 23 108 26
100 〜  　 154 5 254 23

資料：山口県『部落会町内会に関する調査』（1939 年 11 月現在）よ
り作成。なお，同資料は山口県地方課「部落会町内会調査」
（1939 年 11 月，山口県文書館所蔵）に挟み込まれている。
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55 町村にとどまる。中心指導組織として自治振興委員会が大きな役割を果たしたことが

確認される。また町村常会も，まだあまり設置されていなかったとはいえ，いざ設置され

ると自治振興委員会と並んで重要な役割を果たしたことをこれからうかがうことができる。

これに対して，経済更生委員会は部落会の指導組組織としては中心的な役割を果たすこと

が少なかったと言えるのであり，この点は戦時農村再編を経済更生運動の延長線上で捉え

たり，両者の歴史的関連性を過度に強調する見解の問題点を示唆している。

　部落会は後に町村常会−部落会−隣保班（五人組等）の組織体制に整備される。ではこ

の時点ではどうだったか。193 町村のうち部落会のみというのが 154 町村と 8割を占める。

残り 39 町村のうち，いちおう町村常会−部落会−隣保班の組織体制が整えられているの

は6町村にすぎず，21町村は町村常会が存在したものの，隣保班がまだ出来ていなかった。

そのほか 12 町村では町村常会は設置されていなかったが，部落会−隣保班の体制が出来

ていた。

　常会に関しては，ほとんどの部落会が開催していた（表 6）。開催しないのは，全体

4,321 のうち 47 にとどまる。指導された通り毎月定日開催というのは 2,884，67％におよ

ぶ。一方，必要の都度開催および祝祭日等の開催は合計 1,370，32％である。ここで部落

会と町内会を比較すると，町内会は毎月定日開催が 445，必要の都度開催と祝祭日等の開

催の合計が 414 である。町内会に比べ，部落会は県当局の指導がより貫徹し，常会の開催

回数だけでいえば，3分の 2を超える部落会が毎月定日開催という指導目標を実現してい

表 5　総合指導組織と組織体制の整備状況

部落会 町内会
全市町村 193 7
　うち市町村常会あり 27 3
　　　自治振興委員会あり 185 7
　　　経済更生委員会あり 193 6
　　　その他の組織あり 19 1
　　　なし − −
中心指導組織のある市町村 193 7
　うち市町村常会 20 3
　　　自治振興委員会 115 3
　　　経済更生委員会 55 −
　　　その他の組織 3 1

組
織
系
統
整
備
状
況

市町村常会＋部落会（町内会）＋五人組の系統 6 1
市町村常会＋部落会（町内会）の系統 21 2
市町村常会＋五人組のみの系統 − −
部落会（町内会）＋五人組のみの系統 12 −
市町村常会のみ − −
部落会（町内会）のみ 154 4
五人組のみ − −

            資料：表 4に同じ。
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たことになる。

　常会集会者を見ると，①戸主（または世帯主）のみの集会は全体 4,274 のうち 2,029，

47％である。一方，②主婦のみの集会と戸主のほか主婦集会開催とがそれぞれ 118 と 601

をかぞえる。また③戸主のほか主婦以外の家族集会開催が 1,478，35％である。農村とい

えば，男の，しかも戸主に限定した寄合での物事の決定という前近代性のイメージがつき

まとうが，常会を開催するようになった重要な変化として，一般的に主婦やその他の家族

の集会への参加の制度化が実現しつつあったことが認められる。五人組代表者等幹事のよ

うな者のみの集会が少ないのは，上述のように隣保班がまだ普及していなかったことと，

表 6　常会の開催状況

部落会 町内会
部落会（町内会）数 4,321 859
　うち常会を開催する 4,274 859
　　　常会を開催しない 47 −

開
催
頻
度

毎月定日開催の他必要の都度開催 1,436 337
毎月定日開催 1,468 108
祝祭日や定休日に開催 134 100
必要の都度開催 1,236 314

集　

会　

者

五人組代表者など代表者のみの集会 48 86
戸主（世帯者）のみの集会 2,029 152
主婦のみの集会 118 39
戸主（世帯主）の他主婦集会開催 601 25
戸主（世帯主）の他その他の家族集会開催 1,478 557

司　

会　

者

区長又は区長代理者 2,027 470
常設委員（実行委員） 119 286
社会教育委員 21 7
実行組合委員 1,901 48
組長（十戸長） 102 31
会長 2 17
輪番 102 −

開　

催　

場　

所

公会堂（集会所） 876 162
学校 149 11
神社または社務所 80 7
寺院 310 48
教会所 47 3
共同作業所 233 7
町村役場 1 −
有志宅 1,172 539
輪番 712 13
開催の都度決定 584 10
会長宅 45 59
区長宅 65 −

            資料：表 4に同じ。
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山口県では総じて部落会の規模が小さかったことが影響していると考えられる。ここでも

町内会との相違に注意すべきである。町内会では①が全体 857 のうち 152 と 2 割足らずで

ある。その代わり③が 557 と 65％を占める。②のように主婦集会と銘打った集会の開催

は部落会より少ない。戸主のみの集会が相対的に少なくなっている点に注目していえば，

町内会は部落会より民主化された組織であったといえようか。

　常会の司会者はどうか。区長または区長代理が全体 4,274 のうち 2,027，47％である。

次いで実行組合委員      実態はほとんど農事実行組合長（または副組合長）と考えられ

る      が 1,901，44％である。これは，上述した部落会の区域，つまり行政区あるいは農

事実行組合を区域とする部落会の構成に対応したものと考えられる。すべて行政区や町等

を区域とする町内会では，司会は区長やそれに相当する常設委員が務めていることからも

それはいえる。

　最後に，常会の開催場所が注目される。有志宅や開催の都度決定，輪番，会長宅，区長

宅という個人の住宅または特定の公共施設に決まっていないのが全体 4,274 のうち 2,578，

60％におよぶ。地域の公会堂（集会所）や共同作業場というのはそれぞれ 876 と 233 にす

ぎない。その他は寺や学校，神社等を借りて常会を開催した。部落会の共同体的性格に関

連して，部落会が公の集会場をきちっと確保して常会を開いていたと理解されるとすれば，

それは一般的な事実ではなかったことになる。これは町内会になるともっと顕著であって，

公会堂や共同作業所の比率がさらに少なく，寺等を借りることも少なかった。有志等の個

人の住宅での開催が多くなり，その比率は 7割を超える。町内会の共同体的性格の弱さの

反映といえようか。

3.　「三位一体」方針下の実態

3.1　内務省訓令の方針と行政村の 3つのタイプ分け

　部落会の政策は主にその組織と区域をめぐるものである。内務省訓令で明確にされたの

もこの点に関わっている。すなわち，市町村の下部的補助組織であると同時に「地域的組

織」である部落会は，行政区等の「部落的団体」の区域を斟酌し，地域的組織として「地

域的協同活動」を行うのに適当な区域に組織することとされた。この基本的な原則を前提

として政府の方針が明確にされたが，行論に関わる限りでその主要な点を挙げると次の通

りである。

　①すでに部落会を設置していても，その区域や構成等が不適当であれば一定の方針のも

とに再編成する。②部落会の区域を定めるときは区域内の戸数を考慮する。③行政区等は

部落会の区域と一致するよう整理統一する。④部落常会を区域内隣保班代表者集会とする
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ことは，区域内の戸数が多く全戸集会が困難な場合に限る。

　部落会の運営に関連して，⑤部落会は産業，経済，教化，警防，保健衛生，社会施設等

住民の共同生活に関わる各事業を行うが，組織に部制を設ける等の方法により区域内各種

団体の統合を図る。

　部落会と部落農業団体の調整に関連して，⑥のⓐ純農村部落では，部落会と部落農業団

体の一致，役員の人的結合，部落常会と組合例会を共通にするなど，可能な限り両者を一

体化する。ⓑ純農村部落以外では，部落会に部落農業団体の代表者を責任者とする農業部

等の部門を設け緊密な連携を図る。ⓒ部落会と部落農業団体の役割分担の明確化。つまり，

後者の活動分野は農業経済活動の範囲に限定し，前者の事業中経済関係の事業は部落農業

団体へ，逆に後者に設置された社会部，青年部等は前者の各部に移す。

　以上要するに部落会と行政区の統一，部落会と農事実行組合など部落農業団体の統合が

目指されたが，このいわば「三位一体」方針（加え行政区の再編）は現実にどう展開した

か。また，組織の統一や統合となると，部落会長をはじめ役員が過重な負担を負わされる

などの矛盾が生じたのではないかと想起されるが，現実はどうだったか。

　こうした問題を検討するために作成したのが，表 7である。それぞれの区域と組織を中

心として，農事実行組合から見た部落会との関係が明らかになるように作表した。行政区

の問題というのは結局，部落会がどの単位に組織されたかということに帰着するだろう。

取り上げた農事実行組合は産業組合中央会編『優良農事実行組合に関する調査〔一〕』（以

下『調査』）の紹介事例の中から，部落会の組織状況が分かるものを任意に拾い出した。

作表上の複雑な手続きに関しては表注を参照していただくとして，表の見方の前提になる

点として 1つだけ，藩政村と農林業センサスの農業集落（むら）の数，農事実行組合の区

域，その所在行政村での組合の組織のされ方の 4項目をもとに 3つのタイプに分けたこと

を断っておく。農事実行組合の区域は資料から簡単に分かる。少し分かりにくいのは所在

行政村での農事実行組合の組織のされ方であるが，これに関しては当該組合の区域，ある

いは『調査』に一部記されている農事実行組合数と農業集落や藩政村の数を対照するなど

して確定した。群馬県北橘村，長野県浦里村，奈良県月瀬村，鳥取県西郷村など優良経済

更生村として有名な村も多く含まれているので，考察に当たっては他の資料や筆者の調査

によって適宜補足する。

　農事実行組合（以下「組合」という）の組織のされ方によって行政村（＝村）を分ける

と，大きく次の 3つにまとめられる。

⑴　組合がむら（藩政村と非藩政村の両タイプ）だけでなく，かなりむらの中の小集落

を区域に組織された村。これを「組合基盤＝小集落型の村」とよび，Ⅰ型の村と略称

する。



社会科学　79 号48

表 7　農事実行組合から見た部落会との関係

農事実行組
合の所在町
村と名称

行政村の特徴
農事実
行組合
の区域

農事実行組合

部落会の
区域

当該農事実行組合（農実組）
と部落会の関係 備　　　　　考タ

イ
プ

藩政村（藩）
と農業集落
（集落）の関
係・数

組合数 組合員数

山形県金井
村陣場新田 Ⅲ 藩 7，集落 8 ○ 40 大字

（むら）

①農実組は村の勧業方面を担当，
②経済班の中に包含，③農実組
長は大政翼賛会村支部の部落経
済班長

農実組長は他の部落農業団体長
を兼任

群馬県北橘
村分郷八崎 Ⅰ 一致（9） ○ 23 大字

（むら）

当農実組は「自然部落」，行政
区農実組の区域一致　→　区長
＝常会長，農実組顧問

①村民の重要事項は農実組長会
議（行政村）で決定，②組合事
務労働 150 〜 200 日，③農実組
役員は「30 歳前後から 40 歳」

千葉県森山
村根前 Ⅲ 一致（6） × 17 14 農事実行

組合
農実組長が部落常会長を兼ね実
行組合中心で行なう

新潟県上田
村長表 Ⅱ 藩 10， 集 落

19 △ 17 31 むら
①農実組へ一元的に活動を集中，
②常会長は農実組長が兼ね月 3
回開催

新潟県北谷
村椿沢 Ⅲ 一致（9） ○ 140 大字

（むら）

①両者一体，②農実組の 6組長，
部落常会の小組長（五人組）兼
務

長野県浦里
村越戸第一 Ⅰ 一致（5） × 35 大字

（むら）
村常会ー部落常会ー組合常会
（全員出席） 前村長（宮下周）在住の組合

長野県神林
村寺家 Ⅱ 藩 4，集落 7 △ 22 36 大字

村常会ー部落常会（農実組長，
村議，班長）ー組合班常会（男
女ごとに開催）

① 1単位 20 〜 25 ぐらいで 7部
落を 22 組合班に分割，②組合
班の下に五軒班長を置き，行政
区の伍長を兼務

岐阜県網代
村中山 Ⅱ 藩 5，集落 7 △ 24 大字

①西秋沢区に属す（他の 2組合
と），②西秋沢部落常会ー農実
組常会

①西秋沢部落常会は年 7回，農
実組常会は毎月開く，②時局要
請の生産指導は区常会では「ぼ
け」運用問題化，生産方面は
「組合常会に重点」を置く

奈良県豊原
村三ケ谷 Ⅲ 藩 9，集落 10 ○ 44 大字

（むら） 両者は「同一体制」 各種団体を農実組の事業部門に
編成，有機的に一体となる

奈良県月瀬
村長引 Ⅲ 藩 5，集落 6 ○ 50 大字

（むら）
両者一体，毎月 1回部落常会と
兼ね農実組の会合を開く

①区に農実組制度を採り入れ諸
団体をその統制化に，②部落内
緒団体は農実組に一元化，③区
長が農実組長，産組支所長，副
区長が農実組副長を兼務，④実
行正副組合長は常勤（ともに年
俸 360 円）

鳥取県西郷
村小畑 Ⅲ 藩 10， 集 落

11 ○ 26 大字
（むら）

①両者一体，②部落常会（各家
族全員出席）＝農実組の会合

①部落内の農事改良組合，養蚕
組合等を全て解散し農実組を設
立，②「部落即農事実行組合」
の関係

島根県東仙
道村久保坂 Ⅰ 藩 5，行政区

7，集落 16 × 15 農事実行
組合

①両者一体，②戸数少なく県の
方針により近隣部落と合体予定

①村より部落への通達事項は農
実組長経由，ただし②納税令
書・土木衛生事項は区長をして
処理

島根県川越
村渡田 Ⅰ 藩 4，集落 6 △ 64 むら

①両者一体，②戸数多く県の方
針により「二分」される「運
命」

部落団体は実行組織であり，増
産の総合計画遂行は町村が主体
とならなければならぬことが痛
感

岡山県円城
村神湯 Ⅰ 一致（10） × 28 25 農事実行

組合
①両者一体，②常会は従来の例
月会（毎月 10 日夜）

①組合長は岡山県嘱託農山漁村
経済更生指導員等，②煙草耕作
組合，養蚕組合等との連絡良好
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岡山県帯江
村中野 Ⅰ 一致（6），行

政区 6 × 37 16 農事実行
組合

①両者一体（区域・構成人員同
じ），②村常会は 6行政区に分
けて開く

組合長は以前村会議員を兼務し
ていたが，事務多忙のため現在
専任組合長を選任

山口県黒井
村上中村 Ⅰ 藩 5，集落 17 △ 30 18 むら

農実組長が部落会長を兼ね，農
実組組合員＝部落会員（「二位
一体」）

①区長と農実組長の二元機構を
農実組長のもとに部落統制を一
元化，②農実組に各種農業団体
を統合

山口県城南
村郷 Ⅰ 藩 2，集落 8 × 27 19 農事実行

組合

①区域は農実組＝部落会，②区
長が部落会長（以前は農実組長
が部落会長を兼務，事務繁忙に
より変える）

他の部落農業団体はなく，農実
組がこれらの事業を担当

愛媛県南山
崎村長崎谷 Ⅱ 藩 5，集落 17 △ 23 むら ①両者一体，②農実組主体で部

落常会が働く
組合長は村農業団体の第 1人物
（村農会長，村議，産組理事等）

愛媛県三島
村長穂 Ⅱ 藩 6，集落 28 △ 28 33 むら？

①両者一体，農実組の名称で
「何でも進行」，組合長・副組合
長で部落引っ張る，②村産組の
指示の下に「部落の方針を定め
る」

佐賀県中通
村鶴原 Ⅱ

部 落（ 行 政
区）6，集落
30，

△
26（未
設立
3）

35 大字

②村常会−部落常会−実行組合
常会，③統制会議として，村常
会「各部長会等）−部落会長常
会−実行組合長会

三間坂部落は最も広範囲で「全
部落統制は稍々強化し難し」

佐賀県黒川
村椿原 Ⅲ 藩（行政区）

15，集落 18 ○ 18 49 大字

①椿原は行政区と実行組合区が
合致，②行政区兼農実組長 15
人（報酬は区長報酬），その他
農実組長 3人は区役員，③常会
は月 1回区長宅

宮崎県岩井
川村下中 Ⅱ

大 字 11， 小
字 73， 集 落
27

× 38 30 ？

①村常会（村議，農実組長，区
長）ー部落常会（＝農実組例
会），②各種事業も農実組の事
業と同一に実施

鹿児島県根
占町丸峰 Ⅱ 大字？，集落

67 37 むら
①両者は全く同一物，②村の産
組は部落団体一元化の意見を持
つ

①大字集会（山本集会）は年 1
回開催，神社，水利，耕作道路
等の方針協議，②農実組は他の
部落農業団体の「親」の関係

資料：産業組合中央会『優良農事実行組合に関する調査〔一〕』（1941 年）より作成。
注：1)「行政村の特徴」の「タイプ」は，Ⅰ型の村等である。詳しくは本文参照。
2）「農事実行組合の区域」は，資料に記された組合の区域について区分したもの。○は藩政村タイプのむら，△
は非藩政村タイプのむら，×はむらの中の小集落を指す。
3) 表中の「籓」は籓政村，「集落」は農業集落，「農実組」は農事実行組合の略。「　」内は原資料からの引用。
空欄は不詳。
4) 山口県 2村の農事実行組合数は，前掲『山口県の農事実行組合』による。
5) 新潟県上田村には，17 の農事実行組合の他，部落農区が 1つある。
6) 宮崎県東郷村寺泊農事実行組合は大字山蔭字寺泊の一円（部鹿，庭田，長崎の「3部落」より成る）とされた
が，現在寺泊をはじめこれらは 4つの農業集落となっている。
7) 宮崎県岩井川村下中農事実行組合の区域である大字大人部落は現在大人東，大人西の 2農業集落になっている。
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⑵　村内に藩政村タイプと非藩政村タイプのむらが並存し，両者の比率に差があっても

組合がすべてむらを区域に組織された村。ここで注意すべきは，後で述べる通りこの

タイプの村では部落会はすべてむらを区域に設立されたわけではなかったことである。

数は多くなかったにしてもむら以外を区域にした部落会が存在し，またそのことが重

要な意味を持った。こうした村を「組合基盤＝むら 2タイプ併存型の村」とよび，Ⅱ

型の村と略称する。

⑶　ほとんど藩政村タイプのむらしか存在せず，組合はそれを区域に組織された村。こ

れを「組合基盤＝藩政村タイプむら単一型の村」とよび，Ⅲ型の村と略称する。

　以下，この順に農事実行組合から見た部落会との関係について見ていくことにしよう。

3.2　組合基盤＝小集落型の村

　表 7で確実にⅠ型といえるのは，8例である。そのうち群馬県北橘村，千葉県森山村，

長野県浦里村，岡山県円城村，同帯江村の 5村はすべて藩政村タイプのむらからなってい

る。北橘村は，むらの数が 9，組合数が 23 である。同村において組合がむらを単位に組

織されたのは表にある分郷八崎のほか 2つのむらだけで，他の 6つのむらではその中に複

数の組合が組織された。組合数がむらの数を大きく上回るのはそのためである。別稿で指

摘したことであるが，同村にはむらと隣保班との間に「組」とか「曲輪」とか呼ばれる中

間的な地域組織，小集落が存在し，これが 6つのむらにおいて組合が組織される単位と

なった26）。同村では当初，県の方針にしたがって大字単位に農事組合（農事実行組合の前

身）が組織されたが，複数のむらが 100 戸を超えるなど規模の制約を受け全体的に思うよ

うに活動しなかった。やがて県の方針が変更される中，それらが組合の適正規模に分かれ

て 23 になった。5つの藩政村タイプのむらからなる浦里村も同様である27）。資料には記

されていないが同村の組合は経済更生運動の最中，1935 年ごろには村内に 27 存在するよ

うになっていた。この単位になったのはむらの中の小集落であり，それは表の越戸第 1農

事実行組合も同じであった。こうした小集落は伝統的に存在し，一部誤解があるので断わ

るが同村でも組合が実体のない地域に突如つくられたということではない。

　組合の規模はその活動に影響を与えた。そして行政をはじめ，組合の普及促進に当たる

側もこの点を重視した。その適正規模については 20 〜 50 戸ぐらいが目安とされ，60 戸

以上の組合は過大だとする見方が一般的だったといえる。このことは，北橘村や浦里村に

おける組合の組織のされ方と強く関係している。その他千葉県森山村，島根県東仙道村，

岡山県円城村，同帯江村，同城南村でも，むらの中の小集落を区域に組合が組織されたが，

それには組合の適正規模の問題が村落の構造・形態あるいは県の政策とともに強く関わっ

ていたことは間違いない。



戦時下部落会の設立過程（上） 51

　では，こうしたケースでは部落会はどのように組織されたか。

　部落会は北橘村では 9つの大字，浦里村では 5つの大字を単位に設立された。これらは

いずれも藩政村タイプのむらである。北橘村では「部落常会長は概ね行政区長が之に当た

つてい」28）た。常会のもち方は，資料に記述は見当たらないが村常会−部落常会−組合常

会と系統化されていたことはほぼ確実である。その中で，分郷八崎では大字と行政区とむ

らが一致するので，区長が部落会長になるとともに，農事実行組合の顧問を務めた。また，

浦里村では常会のもち方は村常会−部落常会−組合常会となっており，組合常会には全員

出席することになっていた。他の一般的事例から類推して，おそらく部落常会は傘下の農

事実行組合長等の役員だけが出席することになっていたと考えられる。だとすると，部落

常会は可能な限り全戸集会で開催するという前述の内務省の方針と抵触することになる。

これは部落会を行政区（大字）と一致させた結果といえる。

　千葉県森山村以下 5つの村では右の両村と異なり，部落会を，むらの小集落を区域に組

織された組合に合わせて設立した。こうした場合においても矛盾が生まれた。島根県東仙

道村の例がそれである。表の久保坂の組合は，非藩政村タイプのむらである仙道上の中に

ある小集落を区域に組織された。島根県では部落常会と組合の例会は原則一致させ，かつ

だいたい 30 戸を単位とし，部落長と組合長は可能な限り兼任させるという方針をとって

いた。ところが，同組合は戸数 15 戸であった。そこで近隣の組合と合体の予定になって

いた。これに関しては，「従来は両者は全く一致し実組は経済活動のみならず各般に亘つ

て主導的地位にありたるも，地理的にも生活的にも相隔たりたる 2部落を統一せんとする

はその運営に難あるものと見らる」29）と記され，矛盾があったことが指摘されている。そ

の一方，同県川越村渡田の組合の例はそれと逆であるが，同じように矛盾を抱えていた。

同組合は非藩政村タイプのむらを区域に組織されたが，戸数が 64 戸にのぼる。やはり県

の方針に合わないので，「本部落は二分せらるヽ運命」にあった。しかし，「単に常会の運

営のみを考ふれば，本部落を二分するは寧ろ当を得たるものと見らるヽも，更に実行組合

をも二分するは名のみ存し実を失ふ結果となるものとして再考を要するものと思料せられ

る」30）と記され，矛盾が指摘されている。このように，島根県では部落会と農事実行組合

の関係については適正規模をもって一体化を図るという方針をとった結果，矛盾を抱え込

むことになった。

　表 7の事例の数，その所在行政村におけるその割合のいずれから見ても，むらの中の小

集落を区域に組織された組合はけっして少なくない。ところが，前述の優良部落会はすべ

てむらを区域に組織され，部落会設立の前提となる農事実行組合の組織と活動もむらが単

位になったように記されていた。小集落を区域に組織された組合やそれを前提とする部落

会はなぜ優良部落会にほとんど関係なかったり入っていないのか疑問である。組合の区域
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には県ごとに特徴があって，こうした組合は千葉県や島根県，岡山県，山口県など地域が

限られると思われるが，こうした組合を前提とする部落会はあまり「優良」ではなかった

ことが共通の特徴といえるかもしれない。

3.3　組合基盤＝むら 2タイプ並存型の村

　次に，Ⅱ型の村について見る。これは 7例あるが，岐阜県網代村中山と佐賀県中通村鶴

原を除き，部落会は，組合と同様にむら（藩政村タイプと非藩政村タイプの両方）を区域

に組織された。つまり，組合と部落会はむらの中の小集落に組織されることはなかった。

表の農業集落（むら）の数が組合数と同じか，組合数より少ないことから，むらが組合の

区域になったことが分かる。前述の埼玉県潮止村も，鳥越氏が明らかにした東京府西府村

も（注 1の前掲書参照）これと同じである。ところが，網代村や中通村はこれと異なり，

部落会は大字を区域に組織された。この大字の中にはそれ自体むらではなく，複数のむら

からなる大字も含まれる。

　こうした相違をもたらした要因は，網代村に関しては単純に藩政村タイプと非藩政村タ

イプのむらの比率，つまり表 7でいうと藩政村（大字）と農業集落（むら）の比率が関係

すると考えられる。すなわち，網代村では西秋沢を除く 4大字はすべて藩政村タイプのむ

らであった。西秋沢自体はむらではなく，その中に 3つのむらがあり，中山農事実行組合

のほかそれぞれに組合が存在した。中通村に関してはよく分からない。大字（行政区）が

6，これに対してむらは 30 をかぞえる。藩政村タイプと非藩政村タイプのむらの比率から

見て，愛媛県の 2村，南山崎村と三島村のようにむらの区域に部落会が組織されても不思

議ではない。部落会が 6つの大字（行政区）の区域に組織されたことについては，資料に

「自然的歴史的条件による」とだけ記されている31）。

　むらを区域に組合が組織され，組合に合わせる形で部落会が組織される。これは部落会

の指導方針に合致する。たとえば，愛媛県南山崎村長崎谷では部落会のあり方について次

のように記されている。「部落常会と実行組合とは当部落では切り放すことの出来ぬ関係

にあり，実行組合主体となり部落常会が働く，即ち部落の基本が実行組合であり実行組合

は軍の総参謀本部に当り組合長即ち参謀総長となる」32）。組合の活動を表わすとして記さ

れた農事組合長の公職を見ると，村農会長，村議，産業組合理事，平和組副会長（柑橘組

合）等の行政村レベルの役職，積善会会長等の大字レベルの役職のほかに，確かに部落会

長を兼任し，むらの中でも絶大な指導力を持ったことが分かる。

　ここで注意すべきは，とはいっても，事態はそう単純に筋書き通りにはいかなかったこ

とである。

　まず長野県神林村寺家の組合が注目される。これは，組合をむら単位に組織したことに
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伴う組織・活動面への影響である。同村は戸数約 510 戸，うち農家戸数約 470 戸で，7つ

のむらからなる。95 戸のむらが最大で，寺家は 38 戸，村内最小であった。寺家では 1935

年に組合が設立され，次いで村内で最初に法人化した。村の戸数と組合数から計算して，

組合の平均戸数は 70 戸前後にのぼる。これでは前述の組合の適正規模とかなりかけ離れ

ることになるので，村ではある工夫をした。20 〜 25 戸を基準に 7つのむらを 22 の地域

に分け，組合班という組織を設けた。組合が 7つのむらごとに組織されていたことに変わ

りはない。つまり，各組合の中に平均 3つの組合班が設置された形である。組合班は組合

の実行機関であり，その下に耕作部・購販部等の各事業部長が置かれた。組合班設置の理

由は，村内 7組合の体勢では規模的に事業遂行上支障があるとみなされたことが大きかっ

たと考えられる。部落会は，組合に合わせる形でむらを区域に組織され，会議組織は村常

会−部落常会−五軒班常会の形をとった。部落常会は農事実行組合長，村議，五軒班長を

メンバーとし，班常会は男女ごとに開催することになっていた。同村では既存のむら機関

団体の農事実行組合への統合が推進され，区長，養蚕実行組合長等は農事実行組合長 1人

の兼任となった。また，組合の事業部長のもとに置かれた五軒班長は行政区の伍長を兼ね

た。部落会は組合のこうした強い主導性によって組織され，もって「部落の強化」33）が図

られた。以上要するに，活動面だけを考えれば，同村の組合については，むら単位ではな

く，各むらをいくつかに分けて組合を組織する方がよかったかもしれない。それをしな

かった代替措置が組合班だった。こうした工夫をすることによって，むらと農事実行組合，

部落会の 3者を合致させた。

　次は，いわば「行政区の壁」に関わる矛盾である。網代村は大字が 5，むらが 7である。

もう一度 7つのむらの内訳を説明すると，まず大字西秋沢の中に中山をはじめ 3つのむら

がある。そして西秋沢を除く 4つの大字，これらはいずれも藩政村タイプのむらであるが，

この 4つのむらと先ほどの 3つのむらを加えて合計むらが 7つ，これが同村のむらの内訳

である。ところで，同村では行政区は大字単位に置かれた。西秋沢も同じ大字ということ

で行政区だった。ただし繰り返しになるが，西秋沢自体はむらではない。同村では部落会

は，行政区に合わせて組織された。ということは，西秋沢を除く 4つの行政区では部落会

と組合とむらの 4者が合致していたが，西秋沢では部落会と組合の区域は，一方はむらで

はない大字で，他方はその中のむらということで，一致しなかった。そこでどうなったか

というと，西秋沢では会議体が二重になり，年 7回の西秋沢部落常会に加え，毎月開催の

組合常会を持つことになった。前者では農業生産関係の事項は「ぼける」34）として，組合

常会で重点的に扱うなどいちおうの配慮はなされたようだが，部落会の活動の分裂は否め

ない。これは，むらを区域とする組合に合わせて部落会を組織すれば，避けられたことで

ある。
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　もう 1つ，「行政区の壁」が障害になったのが，佐賀県中通村のケースである。同村に

は大字が 6つあり，その中で三間坂は最大で，中に 8つのむらを含む。それ自体むらでは

なく，単なる大字である。三間坂では組合は 8つのむらを区域として組織されたが，部落

会は行政区である三間坂を区域として組織された。したがって，会議体は全村常会−部落

常会−組合常会の形をとった。ところが，こうした部落会の組織のされ方がその活動に少

なからざる影響を与えたと見られる。資料によると，「特に三間坂部落は最も広範囲にし

て幾多の実行組合を包含する故，全部落統制は稍々強化し難し，併れ共三間坂部落内の実

行組合長会議により一途強化を図りつヽあり」35）と記されている。

　三間坂では「実際活動は殆んど実行組合単位にな」されたということであるが，それに

しても，部落会の範囲が広すぎた。すなわち，その中のむらを区域とする組合の存在を無

視し，単に行政区に合わせただけの部落会の設立は，その活動面に弊害が出たということ

である。その結果，同村では上述の会議組織のほか，統制会議として村常会（各部長会，

指導員会）−部落会長常会−実行組合長会を持ち，統制連絡を密にしなければならなかっ

た。ちなみに，同村における行政区の基盤の強さに関連する問題として，三間坂等が一定

の財産を所有したことを付言する。

3.4　組合基盤＝藩政村タイプむら単一型の村

　最後に，Ⅲ型の村，つまりほとんど藩政村タイプのむらしか存在せず，組合はそれを区

域に組織された村の例を見てみよう。こうした村は全国的に見て少数であり，主に近畿や

北陸の各府県に限られることは前述の通りである。表には近畿では奈良県の豊原村と月瀬

村，北陸では新潟県の北谷村しか挙がっていない。この 3つは確実に該当するが，取り上

げられた事例の数から見て表の中でも明らかに少数である。そのほか佐賀県黒川村，そし

て，組合数が分からないので確実ではないが，山形県金井村も組合と部落会に関する記述

内容から見てここに含まれると思われる。

　Ⅲ型の村は，部落会に関する政府の指導方針に最も適合するといえる。ほとんど藩政村

タイプのむらであり，組合はそうしたむらを基盤に設立された。組合の基盤は村落の形態

（集居か散居かなど）等にも規定されるが，Ⅲ型の村では基本的に社会的結合の強さを反

映してむら単位に組織されることが一般的だったといえる。むらは大字でもあるので，行

政区になっている。こうして部落会は自ずと組合，行政区と三位一体の組織となる。

　優良経済更生村として有名な月瀬村の例が典型的である。同村では「区自体に農事実行

組合制度を採り入れ従来の諸団体を区の統制下に導入」36）した。すなわち，区長が農事実

行組合長，産業組合支所長を兼任し，副区長が同副組合長を兼任することになっていた。

そして，組織的に見て区そのものが組合と一体化するとともに，行政部（庶務・会計等の
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ほか生産部（茶業部・園芸部等），経済部（金融部・販売部・利用部等），社会部（青年

部・婦人部・軍人援護部・社寺部等）の 5部を置き，区自体がまさに組合がやる事業を行

う。長引部落には 5つの隣保組があったが，その組長はなるべく区（＝組合）の部長と家

庭防空班長を兼ねるようになっていた。他の部落団体は組合の事業部門に編成包含され，

活動を継続した。このように，区長は区の一般業務を統括しそれを代表するとともに，組

合の責任者としての役割も果たした。

　同県豊原村のケースも，詳しい記述がないのでよく分からないが，他の部落団体を組合

の事業部門に編成，有機的に一体化していることや，部落会と組合は「同一体制」37）と

なっていたとの指摘から，月瀬村と共通面が多かったと推察される。金井村では組合は部

落会の経済班の中に包含されるとともに，組合長は養鶏組合や果樹組合等全部の部落団体

の長を兼ねた。北谷村椿沢では組合を 6組に分け，各組長が部落会の小組長（五人組）を

兼ねることで一体化を図った。黒川村では，大字単位の 15 の行政区において農事実行組

合長が区長を兼任し，区長報酬の形で報酬を受け取る一方，区長にならない 3人の組合長

についても区の役員に就けることよって，行政区と組合の一体化を図った。

　このように，Ⅲ型の村では「三位一体」方針を阻む組織的障害はとくに見当たらず，月

瀬村のような徹底した形か，それ以外の形態かは別として，藩政村タイプのむらを単位と

する既存の行政区が農事実行組合を包摂する形で部落会が組織された，否，部落会として

の活動を始めたといった方が正確である。これに対して，Ⅱ型の村では農事実行組合が創

出する形で部落会が組織されたといえようか。「創出」の意味については後編で詳しく述

べる。

3.5　多忙を極める組合長

　さて，農事実行組合長，産業組合支所長，区長を兼任した月瀬村長引の部落長について，

これでは多忙を極めたのではないかと想定されるが，実際その通りであった。注意してお

きたいのは，それぞれの仕事事務を「各事務所に常勤し」38）て行ったと記されていること

である。組合長の多忙さは長引だけでなく，他の組合でも同様であった可能性が高い。周

知の通り区長や農事実行組合長は名誉職であり，ほとんど無報酬で従事すべき役職という

位置づけであった。ところが，長引では農事実行組合長・副組合長はともに年俸 360 円を

支給されていた。報酬としてけっして少額ではない。それだけ組合の仕事が激務だったと

いうことであるが，組合長の繁閑という視点で見ると，確かに表の事例の中からもいくつ

か組合長の多忙さをうかがわせる記述が散見される。

　北橘村分郷八崎の組合では組合長としての事務労働は年間 150 〜 200 日に及んだとされ

る。2日に 1 日は組合の仕事をやっていた計算になり，「殆ど自家経営を顧みる暇はな」
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かったとされる。だが無報酬も同然であった。そして注目されるのは，本村では組合の役

員は「30 歳前後より 40 歳の実行力ある中堅層農民によつて占められ，飾り物的な老人」

がいないと指摘されていることである。同村の組合のように積極的に実質的な事業を行う

上で，老人は肉体的にも正確精密さを求められる文書記帳能力の欠如という点からいって

も，その任に耐ええないことがその理由であり，役員がこのような世代構成になるのは

「自然的に招来された現象」39）と指摘される。また，帯江村中野の組合では，以前に村議

を務めていた組合長が，事務多忙により村議を辞任，組合長専任になっている40）。さらに，

城南村郷の組合では，農事実行組合長が部落会長を兼務していたが，事務繁忙により組合

長の部落会長兼務を止め，区長が部落会長になっている41）。

　もちろん組合長の多忙という問題は農事実行組合の活動が活発であったことが原因であ

る。それと同時に，政府の「三位一体」方針がこうした個人の犠牲を前提とするもので

あったこと，したがってそこには部落会を通しての農村支配の矛盾と脆弱さが現われてい

ることが注意されなければならない。
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